
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』について 

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、 ふるさと納税をされた方が、ふるさと納税の寄

附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者の方

などである場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。 

寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、寄附先の自治体（当別町）から、その方

の住所地の市区町村に通知を行い、翌年度の住民税でふるさと納税に係る寄附金控除を受けること

ができます。 

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ

特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、住民税からまとめて軽減を受けることになります。 

 

■ワンストップ特例の対象者は？ 

ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。 

①地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者であること 

→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が

対象です。 

※確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療

費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 

②地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者であること 

→ワンストップ特例申請で寄附をする市町村数が、年間で５ヶ所以下であると見込まれる方が

対象です。 

 

☆ご注意いただきたいこと☆ 

・ワンストップ特例の申請をされた方が、医

療費控除等の控除の追加や所得の申告などに

より確定申告や住民税申告を行った場合や、

６ヶ所以上の市町村に申請を行った場合は、

ワンストップ特例の申請は無効となりますの

で、確定申告などの際には、寄附金の申告も

お忘れなきようご注意ください。 

・申請書は、１回の寄附につき１枚の申請書が必要です。 

 

■手続きの方法は？ 

希望される方は、記入例を参考に、「申告特例申請書」に記入・押印の上、添付書類と一緒に提

出先まで送付してください。受付完了後ＳＭＳまたはメールにてお知らせいたします。（このメー

ルにより、「特例申請書受付書」に代えさせていただきます） 

また、メールアドレスのご登録がない場合は、郵送にてお知らせいたします。 

※迷惑メール設定により、メールが届かない場合があります。事前に、迷惑メール設定にて、ド

メイン指定受信で「town.tobetsu.hokkaido.jp」を許可するように設定してください。 

【添付書類】 

【個人番号カードを持っている場合】 

個人番号カードの表・裏 両面のコピー 

【個人番号カードを持っていない場合】 

 通知カードのコピー ＋ 運転免許証、旅券（パスポート）、健康保険証、年金手帳などのコ

ピー 

 

【提出先】 

当別町ホームページで確認願います。 

 

なお、申請書提出後、申請書の内容（電話番号を除く）に変更があった場合は、寄附された年の

翌年１月１０日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。様式が必要な方は、

町ホームページからダウンロードいただくか、下記までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 当別町役場企画部企画課企画振興係 

TEL  ：0133-23-3042 FAX  ：0133-23-3206 

E-mail:shinko@town.tobetsu.hokkaido.jp 

mailto:shinko@town.tobetsu.hokkaido.jp

